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１ アドバイザー派遣事業の概要 

１－１ 目 的 

本事業は、環境省が実施する「エコツーリズム推進アドバイザー派遣事業関連業務」の一環と

して、エコツーリズムに取り組む又は取り組もうとする地域に対して、専門知識や取組経験を有

するアドバイザー（以下、「アドバイザー」といいます。）による助言や指導を行うことで、地

域毎の個別の状況や課題の解決に向けた支援を行うことを目的としています。 

なお、本事業の実施にあたっては、NPO 法人日本エコツーリズム協会が、環境省から委託を

受けて事務局業務を担当しています。 

 

◇エコツーリズムとは 

・ 観光旅行者が、自然観光資源について知識を有するものから案内又は助言を受け、当

該自然観光資源の保護に配慮しつつ当該自然観光資源と触れ合い、これに関する知識

及び理解を深めるための活動をいいます。 

・ エコツーリズム推進法、全体構想認定団体の取組、その他環境省の事業については、

環境省のエコツーリズムポータルサイト「エコツーリズムのススメ」をご参照くださ

い。 

・ 昨年度のエコツーリズム推進アドバイザー派遣事業の内容についても、環境省のエコ

ツーリズムポータルサイト「エコツーリズムのススメ」をご参照ください。 

 

※環境省エコツーリズムポータルサイト「エコツーリズムのススメ」 

http://www.env.go.jp/nature/ecotourism/try-ecotourism/ 

 

◇事業実施主体 

環境省 自然環境局国立公園課国立公園利用推進室 

・ 担 当：宮本、寺田、原澤 

・ 電 話：03-5521-8271（直通） 

 

◇「エコツーリズム推進アドバイザー派遣事業」事務局（申請先／問い合わせ先） 

NPO 法人日本エコツーリズム協会 

・ 担当者：高野、大森 

・ メール：ecojapan@alles.or.jp 

・ 電 話：03-5437-3080 

・ ＦＡＸ：03-5437-3081 
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１－２ 事業内容 

本事業では、エコツーリズム推進に取り組む又は取り組もうとする地域からの申請に基づき、

以下のような内容でアドバイザーを派遣します。また、エコツーリズムの資源となる生物多様性

を地域の多様な主体の連携により保全する活動（地域連携保全活動）に対しても、同様にアドバ

イザーを派遣します。 

 

■本事業の流れ 

平成 27年 10月 14日～12月 18日 ① 派遣地域の募集 

受付次第順次 ② 派遣地域の決定 

 ③ 派遣地域とアドバイザーのマッチング 

平成 27年 10月～平成 28年１月頃（随時） ④ アドバイザー派遣の実施 

平成 28年２月～３月 ⑤ アドバイザー報告会の実施 

 

① 派遣地域の募集 

・ 地域より派遣申請書（別添様式１）を提出していただきます。 

・ 環境省では、各申請地域でのエコツーリズム推進上の諸課題や自然観光資源の保全等、取

組の熟度に応じたアドバイスができるよう、幅広い分野の有識者に予めアドバイザーへの

就任をお願いしてあります（巻末の参考資料１及び２参照）。 

・ アドバイザーの派遣は、複数人（２名程度まで）・複数回（３回程度まで）行うことも可

能です。ただし、派遣申請の状況やアドバイザーの都合等によっては調整をお願いするこ

とがあります。 
  

 

② 派遣地域の決定 

・ 派遣申請書等を基に環境省が審査・選定し、派遣地域を決定します。 

・ 申請内容に不明点がある場合は、事務局より個別に確認をする場合があります。また、必

要に応じて、追加資料の提供をお願いする場合があります。 

 

③ 派遣地域とアドバイザーのマッチング 

・ 派遣地域について、地域とアドバイザーのマッチングをします（日程の変更、アドバイザ

ーの変更等をお願いする場合もありえますのでご了承ください。）。 

・ 派遣するアドバイザーが決定した地域には、派遣の詳細スケジュール等を含む実施計画書

を作成・提出していただきます（本事業の目的や事業の有効活用等の観点から、環境省よ

り改善をお願いする場合もございます）。 
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④ アドバイザー派遣の実施 

・ 派遣実施計画書に基づき、アドバイザーが現地を訪問し、アドバイスを行います。 

・ アドバイザーが現地を訪問し派遣地域の実状に応じて個別に指導・助言を行います。 

・ 派遣終了後、地域及びアドバイザーから実施結果報告（以下、「報告レポート」とい

う。）を提出していただきます（環境省では、各地域の報告レポートを取りまとめて事例

集を作成し、環境省のエコツーリズムポータルサイト「エコツーリズムのススメ」で公開

する予定です。）。 

 

⑤ アドバイザー報告会の開催 

・ アドバイザー派遣の実施結果を踏まえて、報告会を開催します。 

・ 報告会では、派遣地域の中から、３地域程度（アドバイザー及び派遣地域の担当者）に報

告していただきます。 

・ エコツーリズムや自然観光資源の保全等に関心がある方にも周知するため、報告会への傍

聴を広く呼び掛けることとします（50名程度の参加を予定）。 

・ 派遣地域の報告会への参加は任意ですが、他地域の取組状況を共有できる貴重な機会とな

りますのでぜひご参加ください。 

・ 報告会の開催時期は平成 28 年２月～３月、場所は東京都内を予定しています。決定次

第、環境省のエコツーリズムポータルサイト「エコツーリズムのススメ」でお知らせしま

す。 

※ 環境省のエコツーリズムポータルサイト「エコツーリズムのススメ」 

http://www.env.go.jp/nature/ecotourism/try-ecotourism/ 

 

 

■派遣実施時期 

・ 平成 27年 10月～平成 28年１月頃を予定しています。 

 

■派遣地域数 

・ 本事業内で上限 25 地域（回）までの派遣を予定しています（１回あたり、２泊３日程

度）。 

 

■派遣にかかる経費について 

・ アドバイザーの旅費（現地までの交通費、現地での宿泊費。前後泊も含む。）及び謝金に

ついては、環境省（事務局）が負担します。 

・ その他の費用（現地での移動費用、施設利用料、入場料、その他アドバイスの実施にあた

って現地で発生した費用等）については、取組地域にて負担していただきます。 

 

■その他 

・ 派遣の実施にあたっては、基本的に環境省及び事務局は同行しません。派遣地域において

は、アドバイザーの現地での移動、説明等の同行の対応をお願いします。 

 

 



4 

＜図 本事業の流れ＞ 
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１－３ 想定されるアドバイスの内容 

本事業では、アドバイザー派遣を通じ、派遣地域に対して下表のようなアドバイスを行いま

す。 

なお、アドバイスの具体的な内容は、アドバイザーのマッチング後に個別に調整します。 

 

エコツーリズムに関する 

意識・啓発、資源の発掘 

・ エコツーリズム（観光を含む）に対する意識・啓発 

・ 自分たちが暮らす地域に対する意識・啓発、地域住民の参加 

・ 地域資源の発見・発掘 

ガイド人材の育成、 

ガイド制度づくり 

・ ガイドの役割に対する認識 

・ ガイドの方法 

・ ガイドの人材育成と品質維持 

・ ガイド認定制度 

・ ガイドの後継者問題 

・ ガイド同業者団体の設立 

利用と保全の 

仕組みづくり 

・ 自然観光資源の保全に関する技術的アドバイス 

・ 利用と保全のルール・仕組みづくり 

・ オーバーユースに対するルール・保全手法の改善策 

・ 保全にかかる費用の捻出策 

・ 適正な取組地域の範囲（適正規模のゾーニング） 

・ モニタリング 

環境教育の実施 ・ 環境教育の実施 

地域が協働する 

推進体制づくり 

・ 核となる人材の育成・組織の設立 

・ 多様な主体間の連携、利害関係の調整、合意形成 

・ 行政と民間との役割分担 

・ 他地域との連携 

エコツアーの 

商品化と事業化 

・ エコツアーの作り方 

・ エコツアーの情報発信 

・ エコツアーを業として成り立たせるための仕組みづくり 

・ エコツアーの国際化・外国人の受入体制づくり 

フィールド環境の 

整備・計画 
・ フィールド環境の整備・計画 

環境省施策・事業の活用 ・ エコツーリズム推進法に基づいた全体構想の策定 
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２ 申請方法及び派遣地域の選定について 

２－１ 申請方法 

■アドバイザー派遣を申請できる団体 

下表のような団体が申請できます。不明点は、事務局（１頁記載）までお問い合わせくださ

い。 

①エコツーリズムや、地域の観

光振興を図る目的で組織され

た協議会 

（例）○○地域エコツーリズム推進協議会、 

○○地域ジオパーク協議会など 

②地域の観光協会、観光連盟、

商工会議所、市町村の担当課

など 

（例）○○観光協会、○○観光連盟、○○商工会議所、 

○○市地域振興課など 

③広域圏で形成された①、②の

団体 

（例）○○観光圏、○○広域観光連盟、 

○○広域協議会など 

※ 個別の団体・企業による職員向けの研修・勉強会を目的とする場合は対象外となります。 

※ 申請主体又は関係団体として市町村の行政機関が参画していることが必須となります。 

※ 「生物多様性保全推進交付金（エコツーリズム地域活性化支援事業）」及び「復興エコツー

リズム推進モデル事業」にすでに採択されている場合、本事業に重複して応募することはで

きません。 

 

■応募申請にかかる書類について 

・ 応募書類の様式（派遣申請書 他）は、環境省エコツーリズムポータルサイト「エコツー

リズムのススメ」（http://www.env.go.jp/nature/ecotourism/try-ecotourism/）からダウン

ロードできます。 

・ 必要事項を記入し、必要資料等を添付の上、応募期間内に事務局（１頁記載）まで提出し

てください。 

・ 派遣地域が国立公園内の場合又は一部が該当する場合、所管する環境省地方環境事務所

又は自然環境事務所（巻末参考資料３を参照）に応募しようするエコツーリズム等の取

組内容について連絡し、国立公園内の活動として問題がないか事前に確認をすること。 

■応募期間について 

・ 平成 27年 10月 14日（水）～平成 27年 12月 18日（金） 

・ 受付次第順次、派遣地域の決定と、派遣地域とアドバイザーのマッチングを行います。 

・ 派遣予定数に達した時点で、応募受付を終了します。 

■応募書類の提出先・お問い合わせ先について 

・ 応募書類は、電子メール（または FAX）で、事務局（１頁記載）に提出してください。 

・ お問い合わせは、所定の質問用紙（別添様式３）により電子メール（または FAX）でお願い

します。 

※ 提出された応募書類は本事業に関する目的以外には使用しません。お預かりした個人情報

は、「環境省所管事業分野における個人情報の保護に関するガイドライン」にしたがい管理

します。また、応募書類は返却しません。 

※ 応募書類は日本語でご記入ください。なお、申請書の様式を変更せずにご記入ください（記

載内容に応じて、枠を広げることは可とします。）。 
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２－２ 派遣地域の選定方法 

■派遣地域の選定方法 

・ 下記基準に基づき、地域間のバランスや資源性のバランスも考慮した上で、総合的に審査

し、選定します。なお、選定にあたっては、必要に応じ、申請地域及びアドバイザーの双

方に対して、事務局よりヒアリングを行う場合があります。 

・ 派遣地域の決定については、審査・選定後、速やかに当該申請者に対して通知します。 

 

◇選定基準 

・ 応募資格を満たしていること 

・ エコツーリズム等に取り組む目的が明確であること 

・ 多様な主体が連携しながらエコツーリズム等を持続的に取り組む体制がとれること 

・ 地域の現状や課題に対し、アドバイスを希望する内容が明確であること 

・ アドバイザーの助言や指導を取組に反映させる仕組みがあること 

 

■選定後の留意点について 

・ 選定後の留意点は、改めて個別に説明を行いますが、あらかじめ下記にご留意ください。 

 

◇実施計画書の作成 

・ 派遣地域においては、アドバイザーとの間で、直接連絡調整を図っていただき、具体的

な視察内容や行動予定を表した「実施計画書（様式は別途）」を提出していただきま

す。 

・ この際、視察の内容や助言・指導の形式などについて、事務局より必要に応じて改善の

お願いする場合があります。 

 

◇派遣の実施後 

・ 派遣実施後に「報告レポート（様式は別途）」を提出していただきます。 

・ 上記は、「事例集」としてとりまとめ、環境省エコツーリズムポータルサイト「エコツ

ーリズムのススメ」で公開します。 

申請地域レポートの内容（予定） 

・ アドバイザー派遣の実施概要（日時、場所、アドバイザー、参加者、アドバイ

ス方法） 

・ エコツーリズム推進の取組の現状 

・ アドバイスの内容（議事録） 

・ アドバイザー派遣実施の効果 

・ 参考となった事項、今後の取組、その他感想（全体で 1,600 字程度に取りまと

め） 

※ 昨年度版の事例集については、環境省のエコツーリズムポータルサイト「エコツーリズ

ムのススメ（http://www.env.go.jp/nature/ecotourism/try-ecotourism/）」をご参照く

ださい。 
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参考資料１ エコツーリズム推進アドバイザー一覧（五十音順） 

 

氏  名 愛甲 哲也 氏 

役  職 北海道大学大学院 農学研究院 准教授 

専門分野 造園学、特に公園の計画･管理 

略  歴 ・ レクリエーションによる自然環境へのインパクトや、自然保護地の管理を中

心に研究。大雪山の登山道管理水準、利尻山の登山のあり方検討、沖縄県の

持続可能な観光地づくり、知床世界遺産のエコツーリズム戦略、礼文島の生

物多様性戦略などに関わり、自然観光地の適正利用について研究と実践を行

っている。また、市民団体「山のトイレを考える会」事務局長として、ロー

インパクトな登山の普及に取り組む。 

・ 主な著作：分担執筆『山のデータブック』NPO 法人山の ECHO 2006、編著『自

然公園シリーズ：利用者の行動と体験』古今書院 2008、分担執筆『地域資源

を守っていかすエコツーリズム 人と自然の共生システム』講談社 2011 な

ど。 

 

 

氏  名 安類 智仁 氏 

役  職 NPO法人片品・山と森の学校 副代表、尾瀬ガイド協会 専務理事 

専門分野 環境収容力（キャリングキャパシティ－利用者の快適性から算出した適正収容

力）、環境教育、ガイド育成 

略  歴 ・ 尾瀬国立公園の環境収容力を利用者快適性や、休憩スペース・トイレ処理能

力等の面から研究・算出し、公園利用あり方を提案している。 

・ 地元行政やガイド事業者とともに「尾瀬ガイド協会」を設立し、現在は認定

審査委員を担当。 

尾瀬のエコツーリズム推進のために尾瀬自然ガイド・尾瀬登山ガイドを認

定・育成している。 

・ 上記 NPO 副代表として尾瀬のガイド業務を行い、地域振興やガイド育成、ま

たアウトドア活動のプロデューサーとして活躍。 
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氏  名 江崎 貴久 氏 

役  職 有限会社オズ 代表取締役／旅館 海月 女将 

専門分野 既存の従来型観光地でのエコツーリズムの推進。地域の自然、歴史・文化を活かし

たエコツアーの実践。 

略  歴 ・ 2000 年に「海島遊民くらぶ」を立ち上げる。同くらぶの推進している“島民

や地元住民への気配りをガイディングに組み込みながら、地元の人々と積極

的に交流し、“地域の魅力を十分発揮できるように心がけられたエコツア

ー”や、“他団体との自主ルールの共有化”、“インフォメーションセンタ

ーの設立”などが、他地域でもエコツーリズム推進の参考となる。同くらぶ

は「エコツーリズム大賞」（環境省）において、第２回「特別賞」、第３回

「優秀賞」、第５回「大賞」を受賞。 

・ 「平成 19 年度エコツーリズム推進に関する基本方針検討会」（環境省）の委

員を務めるなど、日本のエコツーリズムを牽引する役割を担う。 

・ 鳥羽若女将うめの蕾会設立。既存の観光業者や市行政との理念の共有化をは

かる。 

・ 2010年７月８日 鳥羽市エコツーリズム推進協議会設立、会長に就任。 

・ 2011年石川県里山づくり推進協議会専門委員会 委員就任 

・ 2012年 NPO法人日本エコツーリズム協会 理事就任  

【その他、これまでの公職】 

・ 環境省エコツーリズム推進有識者会議 委員 

・ 三重海区漁業調整委員会 委員 

・ 三重県の観光振興のあり方検討懇話会 委員 

・ 鳥羽市観光基本計画推進協議会 委員  等、多数の委員を務める。 

 

 

氏  名 大木 公彦 氏 

役  職 鹿児島大学名誉教授、桜島・錦江湾ジオパーク推進協議会委員兼アドバイザー、 

鹿児島県文化財保護審議委員会副会長、鹿児島県環境影響評価専門委員 

専門分野 地質学、ジオツーリズム、ジオパーク、エコミュージアム 

略  歴 ・ 鹿児島大学総合研究博物館長、鹿児島大学総合研究博物館・教授、大学院理

工学研究科・教授を歴任し、2012年３月退官。現鹿児島大学名誉教授。 

・ 地質学（微古生物学、堆積学、後期新生代層位学、海洋地質学）が専門。 

・ 地質の視点から、地域の食や暮らし、文化・歴史、産業、ツーリズムなどを

捉えて普及啓発活動に取り組んでおり、各地で講演や、自然体験ツアーのガ

イド等も行っている。 

・ 主な著書として、『鹿児島湾の謎を追って』、『日本全国沿岸海洋誌／共

著』、『NAUTILUS The Biology and Paleobiology of a Living Fossil／共

著』、『鹿児島県地学のガイド(上・下)／編集・共著』、『写真集 地球から

のメッセージ 鹿児島／編集代表者・執筆』、『鹿児島観光・文化検定 公式

テキストブック「かごしま検定」／共著』、『鹿児島シラス百景／監修』、

『日本の地質９ 九州地方／共著』、『日本の地質増補版／共著』、『日本地

方地質誌８：九州・沖縄地方／編集委員・共著』などがある。 
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氏  名 大西 信正 氏 

役  職 株式会社生態計画研究所 早川事業所／南アルプス生態邑 所長・主席研究員 

専門分野 行動生態学、エコツーリズムを使った地域活性化、インタープリテーション全般 

略  歴 ・ 京都出身 

・ かもしかの会関西、（社）大阪自然環境保全協会などで市民活動を行う 

・ 1989年 宮城県金華山島のニホンシカの研究を始める。 

・ 1992年 軽井沢で自然ガイドになる。 

・ 2008 年（(株) 生態計画研究所に入社。山梨県早川町に赴任し、旧中学校を改

装した宿泊施設ヘルシー美里と野鳥公園を拠点に自然と集落などの案内を行

っている。「日本一人口の少ない町」の過疎化の進む町でエコツーリズムを

使った地域活性化を目的に活動している。 

・ インタープリテーションの特徴は、楽しさの中に科学的な視点を取り入れ

た、本物を見る目を養うことが体験できる。 

・ インタープリター歴 23年。 

・ 南アルプス市獣害対策アドバイザー、ＮPO 甲斐けもの社中理事、ＮＰＯ日本

上流文化圏研究所理事、公益法人日本山岳ガイド協会南アルプスガイドクラ

ブ副会長 

 

 

氏  名 小野 宏和 氏 

役  職 みなかみ町 まちづくり交流課 エコパーク推進室 主査 

専門分野 エコツーリズム推進全体構想策定 

略  歴 ・ 2001年 同志社大学経済学部卒 

群馬リコー(株) 就職・退職 

・ 2002年 みなかみ町（旧 月夜野町）入職。税務課勤務 

・ 2007年 群馬県庁総務部総務課行政改革グループ勤務 

・ 2008年 みなかみ町総合政策課企画財政グループ勤務 

・ 2009年 同 町民福祉課福祉医療グループ勤務 

・ 2010年 同 総務課行政改革推進室勤務 

・ 2011年 環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室勤務 

・ 2013 年 みなかみ町観光課自然観光グループ勤務。主にエコツーリズムを担

当。 

・ 2015年 同 まちづくり交流課エコパーク推進室勤務。 
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氏  名 緒川 弘孝 氏 

役  職 観光・地域振興コンサルタント 

専門分野 エコツーリズム、観光地づくり、地域振興、観光計画 

略  歴 ・ 1967年長崎県生まれ。東京大学大学院農学系研究科林学専攻修士課程修了。 

・ 1994～2001 年(株)リージョナルプランニング（観光振興のコンサルタント会

社）、2001 年立教大学観光学部非常勤講師。2001 年よりフリーランスとし

て、全国各地でエコツーリズムをはじめとする観光地域づくりや地域振興の

計画策定、政策提言、調査・研究等に携わる。 

・ 現在、環境省復興エコツーリズム推進モデル事業において、地域住民自らが

エコツアーを企画・開発、実施、管理・運営して自律自走できる地域づくり

に向けて、コンサルティングをしている。 

・ 主な著書に『これからの観光地域づくりのための手法』(社)日本観光協会／

2001 年(共著)、『エコツーリズム さあ、はじめよう！』(財) 日本交通公社

／2004 年(共著)、『コミュニティ・ベースド・ツーリズム事例研究～観光と

コミュニティの幸せな関係性の構築に向けて～』CATS 叢書第３号／2010 年

(共著)、主な訳書に『自然保護とサステイナブル・ツーリズム』平凡社、

2005年（共訳、原著は IUCNガイドライン）がある。 

 

 

氏  名 海津 ゆりえ 氏 

役  職 文教大学 国際学部 教授 

専門分野 エコツーリズム、サスティナブル・ツーリズム、まちづくり 

略  歴 ・ エコツーリズム推進の草分け的な存在であり、エコツーリズムに関する造詣

が深い。環境省や地方自治体のエコツーリズム関連調査、資源調査、開発コ

ンサルティングを数多く手がける。（例：西表島、南大東村、二戸市、宮古

市、美郷村・上勝町、小笠原村、ガラパゴス諸島、フィジーアンバザ村）。

環境省エコツーリズム推進モデル地区「裏磐梯」では、協議会運営と事業実

施にあたり地域とともにその中心的な役割を担った。 

・ NPO 法人日本エコツーリズム協会理事、「平成 15 年度エコツーリズム推進会

議」（環境省）の幹事会委員、「エコツーリズム大賞」審査委員会委員（第 1

回～）、日本観光研究学会「エコツーリズムと持続可能な観光の応用研究分

科会」研究代表（平成 19～21 年度）、「平成 19 年度エコツーリズム推進に

関する基本方針検討会」（環境省）委員を務めるなど、日本のエコツーリズ

ムを牽引する役割を担う。 

・ 著書に『エコツーリズムの世紀へ』（日本エコツーリズム協会、編著）、

『日本エコツアー・ガイドブック』（岩波書店）、『はじめての国際観光

学』（創成社）ほか。 
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氏  名 加藤 誠 氏 

役  職 株式会社ジェイティービー 旅行事業本部観光戦略統括部長 

専門分野 観光を基軸とした地域活性化事業全般（地域資源を活用したニューツーリズムの造

成、組織・人材づくり等） 

略  歴 ・ 1988 年(株)ジェイティービー入社、2002 年（株）ジェイティービー東日本営

業本部国内旅行政策課長、2006 年同社旅行事業本部地域観光開発課長などを

経て、2008 年同社旅行事業本部地域交流ビジネス推進部長。2011 年同社旅行

事業本部地域交流ビジネス統括部長。2012 年同社旅行事業本部観光戦略部

長。現在に至る。 

・ 専門は観光を基軸とした地域活性化事業全般（地域資源を活用したニューツ

ーリズムの造成、組織・人材づくり等）。  

・ 2000 年にはＪＲ東日本本社に出向し、現在もＪＲ東日本のシニア戦略の柱で

ある「大人の休日」を立ち上げるなどシニアマーケティングに対する造詣が

深い。 

・ 2006 年以降は、これまで蓄積してきた知見に基づき、国土交通省「観光立国

戦略会議」ワーキングチーム、「創意工夫豊かな地域の企画旅行商品の流通

促進に関する検討委員会」、「船旅魅力再生委員会」、「ユニバーサルデザ

インの考えに基づく観光促進事業」、観光庁「国内観光旅行の振興に関する

連絡会議」、農林水産省「グリーンツーリズム推進連絡会議」「農業漁業体

験民宿安全管理委員会」、経済産業省「観光・集客交流拡大要因研究会」

「ラグジュアリートラベルマーケット」「メディカルツーリズム」委員等を

務めると共に、青森県、成田市、伊豆市、奥日光等の自治体のアドバイザ

ー、TIJ・JATA・日本観光協会・まちむら交流きこう等の関係団体委員を歴

任。 

・ 2010年より｢内閣府地域活性化伝道師｣に就任 

 

氏  名 川嶋 直 氏 

役  職 公益社団法人日本環境教育フォーラム 理事長 

公益財団法人キープ協会 環境教育事業部シニアアドバイザー 

専門分野 環境教育プログラムの開発、人材育成、イベントプロデュース 

略  歴 ・ 1953 年東京都調布市生まれ。早稲田大学社会科学部卒。1980 年山梨県清

里、八ヶ岳の麓にある財団法人キープ協会に就職。1984 年から環境教育事

業を担当。 

・ インタープリターとして、自然の中での参加体験型の環境教育プログラムの

開発・人材育成・イベントプロデュースなどを行なってきた。 

・ 2010 年にキープ協会役員を退任してからは、KP 法（紙芝居プレゼンテーシ

ョン法）を駆使した研修ファシリテーター、企業・行政・NPO の環境教育ア

ドバイザーとして活動している。 

・ 愛・地球博 森の自然学校・里の自然学校 統括プロデューサー（2004～

2005 年）。立教大学ＥＳＤ研究センター運営委員・ＣＳＲチーム主幹

（2007 年～2012 年）。「つなぐ人フォーラム」事務局長（2008 年～2014

年）。平成 20年度文部科学省社会教育功労者表彰受賞。 
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氏  名 神田 優 氏 

役  職 NPO法人 黒潮実感センター センター長／理事 

専門分野 海洋生物学、魚類生態形態学、環境教育、自然と共生する地域づくり、エコツー

リズム、里海論 

略  歴 ・ 四国西南端の島・柏島を「島が丸ごと博物館」と捉え、持続可能な「里海づ

くり」という新鮮な観点で人と海が調和していくための、地元を巻き込んだ

取組－ローカルルール「柏島里海憲章」の作成、漁業者と協働した海の活

用、アクティビティの充実、新たな保全事業（海中でのモニタリング等）の

実施、参加者の範囲の拡大など－は、他地域でもエコツーリズム推進の参考

となる。 

・ 「NPO 法人黒潮実感センター」センター長理事のほか、高知大学黒潮圏総合

人間自然科学研究科客員准教授（平成 19 年 10 月〜）、神戸大学非常勤講師

（平成 22 年 10 月〜）「環境省竜串地区自然再生事業技術支援委員」（平成

15 年４月１日～）、「NPO 法人環境の杜こうち理事」（平成 18 年３月９日

～平成 22 年３月 31 日）などの要職を歴任。同センターは「エコツーリズム

大賞」にて第１回「特別賞」第２回「優秀賞」受賞。第６回「大賞」受賞。

2012年第５回海洋立国推進功労者表彰（内閣総理大臣賞）受賞。 

 

 

氏  名 城戸 基秀 氏 

役  職 公益財団法人日本生態系協会 地域計画室長 

専門分野 自然と共生する地域づくり・まちづくり、自然を活かした地域振興、技術士（建

設部門：都市及び地方計画） 

略  歴 ・ 自然を活かした地域振興や自然再生計画、ビオトープ計画、緑地保全計画、

自然型公園計画、緑の基本計画等の計画策定に携わる。 

・ 埼玉県飯能市の里地里山タイプのエコツーリズムに、立ち上げ時から推進支

援機関の責任者として参加。 

・ ほかに「田尻地区エコツーリズム推進協議会委員」や「横須賀エコツアーア

ドバイザー」「エコツーリズム推進マニュアル改定に関するワーキンググル

ープ委員」などを務める。 
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氏  名 木村 宏 氏 

役  職 NPO法人 信越トレイルクラブ 理事 

北海道大学 観光学高等研究センター 研究員 

専門分野 地域資源活用型の観光推進・自然資源を生かした観光メニューの構築 

宿泊・交流施設の運営・着地型商品の開発 

略  歴 ・ ホテル・リゾート開発企業に勤務後、飯山市のグリーンツーリズム事業に参

加し、1997 年飯山市のＧＴ中核施設「なべくら高原・森の家」を開設し、運

営に携わる。 

・ 住民やボランティア参加型の手法でロングトレイルの構築を行ってきた、

「信越トレイルクラブ」が第４回エコツーリズム大賞優秀賞を受賞。 

・ グリーンツーリズムの展開の裾野を広げ、飯山という過疎地域において自然

資源や生活資源、また健康をテーマとした新商品の開発をおこない地域の魅

力提案を行ってきた実践者。 

・ 「地域資源の総合的活用・連携実践マニュアル作成委員会」「ＧＴ商品研究

会」（農水省）、「ストック資源を活用した広域交流圏形成推進調査委員

会」（国交省）、「生物多様性に係る地域住民と連携強化に関する検討会」

（林野庁）などの委員歴任。 

 

 

氏  名 楠部 真也 氏 

役  職 株式会社 ピッキオ マーケティングディレクター／取締役 

専門分野 エコツアーの事業化、経営、エコツアー商品の販売、顧客満足度調査、広報等 

略  歴 ・ 大学卒業後、大手タイヤ会社に入社。中近東アフリカの海外営業を経て、東

欧、ロシアの新規販売チャネル開拓にかかわる。タイヤ会社からゲーム会社

に転職したのちも、海外マーケティングを担当し、市場調査、商品戦略、チ

ャネル戦略、広報戦略などを担当。 

・ 2002 年、星野リゾートに入社、ピッキオに配属となり、2003 年に株式会社ピ

ッキオとして独立後はエコツアーと野生動物の保護管理を両立させ、事業化

させる事に腐心してきた。 

・ 2008 年、日本エコツーリズム協会理事に就任。エコツアーをいかにお客様に

届けるか、ガイド事業者が経済的に自立できるか、地域にお金が落ちるよう

にできるかを考え、トライ＆エラーを繰り返している。 

・ 現在、ピッキオでは外国人旅行者の集客に力を入れ、海外などの旅行博覧会

などにも参加し、誘客を試みている。 
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氏  名 熊谷 嘉隆 氏 

役  職 国際教養大学 国際連携部長／アジア地域研究連携機構長 

専門分野 持続的観光と地域振興、自然公園における環境収容力、内発的地域活性 

略  歴 ・ 北海道生まれ。中部山岳国立公園の山小屋での就業経験とヒマラヤ山麓にお

ける観光推進とその社会・生態的影響を観察したことが、観光推進と保全に

ついて考えるきっかけとなる。 

・ 1990 年に渡米し、州立モンタナ大学森林学部で自然公園における管理運営や

環境収容力に関する研究をした。その後、オレゴン州立大学森林学部森林資

源学科で博士号（Ph.D.）取得。ワシントン州立大学農学家政学部勤務を経て

2004年、国際教養大学助教授に就任し、2007年より現職。 

 

 

氏  名 小泉 武栄 氏 

役  職 東京学芸大学 名誉教授 

専門分野 自然地理学、地生態学、山の自然学、高山や極地・河川等の植生分布と地形・地質 

略  歴 ・ 1948 年長野県飯山市生まれ。東京大学大学院博士課程修了。理学博士。東京

学芸大学教授を経て現在、東京学芸大学名誉教授。 

・ 専門は自然地理学、地生態学、山の自然学。高山や極地、河川などの植生分

布と地形・地質、自然史との関わりや、氷河時代からの環境変遷を主に研究

してきた。 

・ 著書に『山の自然学』（岩波新書）、『日本の山はなぜ美しい』（古今書

院）、『山の自然教室』（岩波ジュニア新書）、『自然を読み解く山歩き』

（JTB パブリッシング）、『登山の誕生』（中公新書）、『日本の山と高山植

物』（平凡社新書）、『ここが見どころ 日本の山』（文一総合出版）、

『登山と日本人』（角川ソフィア文庫）など。 

 

 

氏  名 渋谷 晃太郎 氏 

役  職 岩手県立大学 総合政策学部 教授 

専門分野 環境政策 環境教育 エコツーリズム 自然公園等の保全管理 

略  歴 ・ 昭和 54（1979）年より環境省。 

・ 環境省自然環境局では、知床、釧路湿原、十和田、日光、戸隠、箱根、大山

など各地の国立公園のレンジャーとして自然とのふれあい活動を実施。 

・ 環境省自然環境局自然ふれあい推進室長の際には、エコツーリズム推進法基

本方針等を策定。環境省総合環境政策局環境教育推進室長を経て、平成 22

（2010）年より岩手県立大学教授、現在に至る。 

・ 現在は、岩手県立大学で小岩井エコツアーの研究、みちのく潮風トレイルの

研究などを行っている。 
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氏  名 下村 彰男 氏 

役  職 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授 

専門分野 造園学、風景計画、観光・リクリエーション計画、地域計画 

略  歴 ・ 造園学、観光・リクリエーション論を専門として、最近では地域運営あるい

は地域環境管理の新たな仕組みとしてのエコツーリズムのあり方を研究。 

・ NPO 法人日本エコツーリズム協会理事、エコツーリズム推進会議幹事会委員、

エコツーリズム推進に関する基本方針検討会座長、エコツーリズム推進方策

検討会委員、などを歴任。 

・ 全国各地の風景について豊富な踏査実績を持ち、地域景観の保全・創出に向

けての想いと計画のあり方を学生に伝えるべく教育・研究活動を行ってい

る。 

・ 著書に『エコツーリズムを学ぶ人のために』（世界思想社、分担執筆）、

『都市美』（学芸出版、分担執筆）、『エコツーリズム』（財団法人日本交

通公社、編集企画・分担執筆）ほか。 

 

 

氏  名 鈴木 順一朗 氏 

役  職 環境カウンセラー（広報戦略）、エコツーリズムアドバイザー、環境映像ディレク

ター・プロデューサー、フォトグラファー 

専門分野 環境保全と地域活性における広報戦略全般 

略  歴 ・ 1981 年、東京工芸大学短期大学部（旧東京写真大学）卒業後、テレビ・ラジオ

番組制作・プランニングに携わり、環境特番などを担当。2001 年広告代理店勤

務を経て、2004 年よりフリーランスで本格的に環境教育や環境広報の活動を開

始。 

・ その後、環境省「エコドライブ映像」「国立公園紹介 VTR 演出・環境省洞爺湖

町の環境への取組映像演出（G8 洞爺湖サミット用）」「エコツーリズム学習映

像」等、多数制作。 

・ 2006年より本格的にエコツーリズムに携わる。 

・ 「自然公園ふれあい全国大会アドバイザー」「COP10 シンポジウムや各種映像

を演出」他。 

・ ESD 仙台広域圏地域震災後調査。東日本大震災以降、三陸復興国立公園に関す

る三陸被災地映像など、エコツーリズムの復興も含め１年余りにわたって取

材・撮影を継続。 

・ 多くの地域で「宝探し」を行い広報における訴求ポイントを探し表現する活動

を行う。 

・ 2014 年 2015 年福井県環境ふくい推進協議会アドバイザーとして環境保全活動

と企業の CSRについてアドバイスを行なう。 

・ 環境省環境調査研修所講師（2005～2010 年広報のポイント）、エコツーリズム

推進法検討委員・エコツーリズム有識者会議委員他、多数歴任。 

・ これまでエコツーリズム推進アドバイザーとして 4地域にアドバイス。 
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氏  名 髙梨 洋一郎 氏 

役  職 株式会社ツーリズムワールド 代表取締役 

専門分野 エコツアー、ニューツーリズム、サステーナブル・ツーリズム、持続可能な観光開

発、旅行業経営 

略  歴 ・ トラベルジャーナル編集長などを経て 1994 年ツーリズムワールドを設立、海

外旅行関係のオンラインマガジンの発行や旅行業向けのマーケティング活動を

展開する。1998 年日本エコツーリズム協会の設立に参画、初代事務局長として

協会の基盤づくりに取組む。現在同協会理事。立教大学観光学部非常勤講師な

どを経てサイバー大学教授に就任。日本旅行作家協会常任理事。 

・ 著書に「建国の舞台・米国バージニア」（日経 BP 社）、宝探しから持続可能

な地域づくりへ」（学芸出版社：共著）、「エコツーリズムを学ぶ人のため

に」（世界思想社：共著）などがある。 

 

 

氏  名 高野 賢一氏 

役  職 なべくら高原・森の家 支配人 

専門分野 地域資源のプログラム化、ガイド養成、トレイル整備 

グリーンツーリズム、エコツーリズム、ヘルスツーリズム 

略  歴 ・ 財団法人知床財団で自然解説、野生動物調査や森林再生活動に従事後、平成 16

年に飯山市に移住。同時に、飯山市が取り組んでいるグリーンツーリズムの拠

点施設「なべくら高原・森の家」に勤務。 

・ 主に、プログラム企画・広報、ガイド養成・スキルアップ等を担当し、「信越

トレイル」や「森林セラピー基地いいやま」の事務局運営も行っている。 

・ 平成 24 年より森の家支配人として、宿泊用コテージや遊歩道の管理活用を含

め、施設運営全般を行う。 

 

 

氏  名 高橋 充 氏 

役  職 株式会社南信州観光公社 代表取締役社長 

専門分野 体験型観光の推進 

略  歴 ・ 北海道札幌市出身。茨城大学人文学部社会科学科卒業。 

・ 大手旅行代理店の教育旅行支店に勤務し、毎年、数校の修学旅行団を連れて飯

田市を訪れる。2000 年に飯田観光協会職員として飯田市に移住。翌年の(株)南

信州観光公社設立より支配人として、体験型観光の企画・プロモーション・受

入コーディネート及び地域連携システムの構築、販売ツールの作成等業務全般

を担う。2004 年より取締役、2009 年専務取締役への就任を経て、2010 年 12 月

に代表取締役社長に就任した。 

・ 主な講演、アドバイザーは以下の通り。第３回国内観光活性化フォーラム・着

地型旅行の仕組み（JATA’06)、エコツーリズム推進アドバイザー(05・06）、

ニューツーリズム創出・流通促進事業推進協議会委員(07･08)、エコツーリズ

ムフォーラム(09)他 
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氏  名 寺崎 竜雄 氏 

役  職 公益財団法人日本交通公社 理事・観光文化研究部長 

専門分野 エコツーリズム、観光地の誘客、自然資源の管理と活用 

略  歴 ・ 1986年日本交通公社入社。 

・ 観光領域専門のシンクタンクの研究員として、旅行者調査や国や地域の観光振

興、そしてエコツーリズムの普及と定着に取り組む。 

・ 2003 年からは環境省エコツーリズム推進会議の運営や、その後の関連諸施策の

展開にも深く関与。 

・ 1963年富山県生まれ。 

 

 

氏  名 阪野 真人 氏 

役  職 NPO法人 霧多布湿原ナショナルトラスト事務局長／霧多布湿原センター館長 

専門分野 エコツーリズム、自然保護と地域振興・観光振興の両立、まちづくり 

略  歴 ・ 北海道の道東、霧多布湿原の保全を目的とした NPO 法人「霧多布湿原ナショナ

ルトラスト」にてエコツーリズムを担当。地域の自然、文化、人が主役とな

り、自然保護とまちづくりの両立を可能にするエコツーリズムの仕組み作りを

地域住民と行う。 

・ NPO 法人「霧多布湿原ナショナルトラスト」では、ナショナルトラストによる

霧多布湿原民有地の買い取り、自然環境の保全と復元、ファンづくりを３つの

活動の柱としている。ファンづくりの一環として霧多布湿原と、漁業・酪農と

いう優れた一次産業をベースとしたエコツアーを開催し、まちづくりの手法と

してエコツーリズムを発展させてきた。近年、企業とのパートナーシップや、

それによるボランティアツアーの開催、また都市部に暮らす人々との連携によ

る自然保護と地域振興のシステムづくりに取り組んでいる。同組織は、平成 19

年環境省「第３回エコツーリズム大賞」を受賞。 
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氏  名 ブラッド トウル 氏 

役  職 一般社団法人田辺市熊野ツーリズムビューロー プロモーション事業部長・国際観

光推進員 

専門分野 外国人旅行者の視点を重視した魅力の発信 

外国人旅行者の受入体制の構築、意識啓発 

保存・保全を軸とする、地域に根差した観光地のための意識啓発 

略  歴 ・ 1975 年カナダ・マニトバ州生まれ。マニトバ大学スポーツサイエンス学部卒

業。世界 30 カ国以上を旅した経験を有する。和歌山県本宮町（現田辺市）に

英語指導助手（ALT）として 1999 年から３年間滞在した後、カナダに帰国しプ

ロのハイキングガイド、日本人ツアーガイド、スキーインストラクターを務め

る。 

・ その後、愛・地球博カナダ館のホスティングスタッフ、北海道でのスキーイン

ストラクターを経て、2006 年に田辺市熊野ツーリズムビューロー国際観光推進

員として再来日し、目的意識の高い外国人旅行者の誘客促進のため、また世界

に開かれた質の高い持続可能な観光地を目指し、田辺市や熊野エリアの魅力発

信と、受入地のレベルアップ、主に国内外の FIT（個人旅行客）を対象とした

着地型旅行業に取り組んでいる。 

・ 同組織は、2012 年に行われた世界旅行ツーリズム協議会（ＷＴＴＣ）主催「明

日へのツーリズム賞」（Tourism for Tomorrow Awards）選考会「デスティネ

ーションの管理」（Destination Stewardship）部門において、日本初の最終

選考者に選抜された。 

 

 

氏  名 真板 昭夫 氏 

役  職 北海道大学 観光学高等研究センター 特任教授 

専門分野 資源管理、エコツーリズム、生態学、地域開発 合意形成 

略  歴 ・ 1973 年、東京農業大学農学科卒業。財）政策科学研究所にて環境政策及び地域

政策を担当。 

・ その後財）自然環境研究センターにて野生動植物のワイルドライフマネージメ

ント研究、1991年よりエコツーリズムの研究を開始。 

・ 1998 年日本エコツーリズム協会設立。エコツーリズムによる日本各地の地域づ

くりのフィールドワーク研究。海外では、フィジー、ガラパゴスにてエコツー

リズムのフィールドワーク研究。 

・ 2001 年東京大学農学部博士号を取得。同年、京都嵯峨芸術大学にて観光デザイ

ン学科教授及び研究センター長。2015年より現職。 

・ アジア太平洋地域のほか、日本各地の自然・歴史・文化資源を柱としたエコツ

ーリズムに関する調査・研究を進めている。 
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氏  名 松田 光輝 氏 

役  職 株式会社知床ネイチャーオフィス 代表取締役 

専門分野 エコツーリズム、鳥類生態学 

略  歴 ・ （財）日本野鳥の会職員としてウトナイ湖サンクチュアリに 2 年勤務した後、

知床自然センター（（財）知床財団）に 15 年間勤務。退職後、（株）知床ネ

イチャーオフィスを起業。同社は自然解説活動（ネイチャーガイド）を通し、

自然保護思想の普及・啓蒙、エコツーリズムの推進などさまざまな事業に取り

組んでいる、知床エコツーリズムのキーマン。 

・ 知床の自然を科学的な視点から調査する研究者でもあり、その成果をわかりや

すく観光客に伝えるガイドでもある。関係者の合意形成のためにと、地元ホテ

ルの社長、漁業者との対話も重ねるなど、知床エコツーリズムのキーマンとし

て精力的に活動している。 

・ NPO 法人知床斜里町観光協会副会長、エコツーリズム推進委員会副委員長、NPO

法人日本エコツーリズム協会理事、北海道アウトドア協会理事、「北海道アウ

トドア資格制度」専門委員、「平成 19 年度エコツーリズム推進に関する基本

方針検討会」（環境省）の委員を務めるなど、日本のエコツーリズムを牽引す

る役割を担う。 

 

 

氏  名 松本 毅 氏 

役  職 有限会社屋久島野外活動総合センター 代表取締役 

専門分野 エコツアーガイドの養成・起業 エコツアープログラムの企画・運営 エコツーリ

ズムの考え方、ガイドの位置づけ・組織化、地域資源の開発・活用、地域のルール

作り 

略  歴 ・ 1957 年７月４日 神戸生まれ。東京水産大学海洋環境工学科入学と同時に潜水

部に入部するが１年で退部。東京で就職するが、30 歳で脱サラを計画。1987

年屋久島と出会い、10 月屋久島へ移住。ダイビングショップ「ワンダーランド

ダイバース」を開業。屋久島海洋生物研究会を発足、代表となる。 

・ 1993 年屋久島野外活動総合センター設立。屋久島ガイド連絡協議会初代会長、

屋久島観光協会ガイド部会初代部会長を務める。現在、日本エコツーリズム協

会理事ガイド部会長。屋久島町エコツーリズム推進協議会運営事務局委員・作

業部会委員・全体構想策定部会員。公益社団法人屋久島観光協会会長。岡山理

科大非常勤講師。屋久島町観光基本計画策定委員。 
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氏  名 水野 恭一 氏 

役  職 株式会社風の旅行社 「風カルチャークラブ」企画開発室室長 

専門分野 エコツアーの企画、販売 

略  歴 ・ 1970 年大学卒業後、子供の語学学習の団体に所属し、3 年後長野県小谷村栂池

高原にてスキーロッジを開業。20 年後、宿を売却し 1994 年（株）風の旅行社

に入社。 

・ 2002 年、「風カルャークラブ」を担当し現在に至る。社団法人日本山岳ガイド

協会所属公認ガイド。イエテイ同人 1981 年アンナプルナ南壁隊メンバー。

「風カルチャークラブ」は自然を、五感を通して教えを請い、楽しみながら学

ぶことを提案し、扱う主要なテーマは、「自然を知る」、「ネイチャリン

グ」、「アウトドア技術」、「民俗・宗教」、「悠々ニッポン」、「田舎暮ら

し」、「自転車散歩」等である。現在、「風カルチャークラブ」の企画開発室

室長として、企画全般の統括している。 

 

 

氏  名 山田 桂一郎 氏 

役  職 ＪＴＩＣ.ＳＷＩＳＳ 代表 

専門分野 エコツーリズムの推進と事業化 

略  歴 ・ 「世界のトップレベルの観光ノウハウを各地に広めるカリスマ」として、ヨー

ロッパにおける環境保全とツアー実施経験を生かし、日本国内の観光振興、地

域おこし、人材育成及び環境保全に関する講演会やセミナーで多数講演。地域

観光振興のコンサルタントとして様々な事業化を進め、多方面で活躍中。 

・ 日本エコツーリズム協会理事、内閣府・国土交通省・農林水産省認定観光カリ

スマ、内閣府官房地域活性化伝道師、総務省地域力創造アドバイザー、環境省

環境カウンセラー、まちづくり観光研究所主席研究員、地域経営支援ネットワ

ーク ComPus 研究員、スイスツェルマット観光局日本対応インフォメーショ

ン、和歌山大学産学連携・研究支援センター客 員教授、北海道大学観光学高

等研究センター客員准教授等。 
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氏  名 横山 隆一 氏 

役  職 公益財団法人日本自然保護協会(NACS-J) 参事、日本イヌワシ研究会副会長、奥利

根自然センター代表。 

専門分野 環境教育、資源の保護管理、モニタリング 

略  歴 ・ 1958 年、東京都新宿区生れ｡ 高校・生物教員から 1983 年（財）日本自然保護

協会研究員。保護部長等を経て、2000年より常務理事、2014年から現職。 

・ 環境教育指導者の育成､サンゴ礁生態系や猛禽類生息地保護､尾瀬・小笠原・琉

球列島・奄美諸島等の保全管理、白神・大雪・日高山脈等の保護林保全管理､

環境アセスメント制度改善…等の研究と、保護への応用業務、地域の保護活動

の支援に従事｡2004 年から大規模エリアの生物多様性管理モデル事業・『AKAYA

プロジェクト』担当。 

・ 「野外における危険な生物」・「自然観察ハンドブック」・「指標生物-自然

をみるものさし」・「昆虫ウォッチング」(以上､平凡社)等のフィールドガイ

ドシリーズ編監修。 

・ 「エコ・ツーリズム研修/ヨーロッパアルプス編」・「エコ・ツーリズム研修/

スリランカ編」研究報告書。｢環境メディア論｣(2002 中央法規出版)､｢自然保護

NGO 半世紀の歩み-日本自然保護協会 50 年誌-｣(2002 平凡社)、「自然の見方が

変わる本」（2007山と渓谷社）等を作成｡ 

・ 環境省･国立公園｢指定動物制度｣検討委員会、同・「エコツーリズム推進法」

基本方針検討会、林野庁･「生物多様性保全方策」検討会、同・森林生態系保

護地域設定委員会、モニタリング検討委員会、林政審議会委員、国交省・河川

審議会専門委員、など、施策検討会に委員として参加多数。 

 

 

氏  名 吉見 精二 氏 

役  職 地域観光プロデュースセンター 代表 

専門分野 観光資源の発掘と商品化、着地型観光ツアーの開発、地域リーダーの養成 

略  歴 ・ ＪＴＢ日本交通公社で商品企画や地域観光キャンペーンを担当。 

・ 退職後、「一地域一観光」「着地型旅行」をテーマに、地域づくりのコーディ

ネーターとして活動し、「エコツーリズム協会しが」の理事･事務局長、「滋

賀ツーリズム地域振興協議会」の代表幹事などをつとめる。滋賀県の観光資源

を掘り起こし、エコツーリズムをはじめ新しい観光ニーズに求められている体

験をメインにした付加価値の高い商品（観光ルート）を開発し、インターネッ

トによりＰＲ並びに販売するビジネス・モデルの開発に取組む。 

・ 日本エコツーリズム協会の理事をつとめ、地元で滋賀の自然や生活文化を資源

として活用する滋賀ならではのエコツーリズムを広める活動を展開している。 

・ （財）滋賀県観光連盟参事、内閣官房地域活性化伝道師、総務省地域力創造ア

ドバイザー、農林水産省農山漁村活性化支援バンク専門家、中小企業庁専門家

派遣専門家、日本エコツーリズム協会理事、エコツーリズム協会しが理事・事

務局長。 
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氏  名 渡邊 法子 氏 

役  職 アイ・エス・ケー合同会社 代表 

専門分野 多様な主体の連携・協働による地域づくり、地域が有している魅力や人材を活かし

たエコツアーおよび誘客のしくみづくり 

略  歴 ・ 2003 年より NPO 法人全国まちづくりサポートセンター事務局長として京丹後市

や東京都練馬区の地域振興に関わる。 

・ 2007 年４月伊豆稲取の「稲取温泉観光協会」事務局長全国公募により 1281 名

の中から選ばれ就任。「地域特性を活かした住民主体のまちづくり」をモット

ーに稲取温泉の地域再生を担う。2007 年 9 月稲取温泉観光協会を主体とし地域

住民を主軸にした地域企業「稲取温泉観光合同会社」を設立、旅行業登録し自

主財源を確保しながら自立した観光地を目指す。 

・ 2010 年５月 京都府丹後半島の京丹後市観光協会事務局長に就任。2010 年 10

月市内に既存の「道の駅」に着地型旅行部門を新設し、地域住民らと共にジオ

ツーリズム、東アジア圏からのインバウンドツアー受入事業の推進に取り組

む。 

・ 2011 年４月よりアイ・エス・ケー合同会社代表。京都府京丹後市や茨城県常陸

太田市など、地域を主体とし地域の魅力や人材を活かしたツアーの造成および

誘客のしくみづくり事業を推進。 

・ 2013年より沖縄県地域観光資源創出支援事業にも携わる。 
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参考資料２ アドバイス可能な分野 

アドバイザー名 

愛 
甲 
氏 

安 
類 
氏 

江 
崎 
氏 

大 
木 
氏 

大 
西 
氏 

小 
野 
氏 

緒 
川 
氏 

海 
津 
氏 

加 
藤 
氏 

川 
嶋 
氏 

神 
田 
氏 

城 
戸 
氏 

木 
村 
氏 

楠 
部 
氏 

熊 
谷 
氏 

小 
泉 
氏 

渋 
谷 
氏 

下 
村 
氏 

鈴 
木 
氏 

髙 
梨 
氏 

高 
野 
氏 

高 
橋 
氏 

寺 
崎 
氏 

阪 
野 
氏 

ト 
ウ 
ル 
氏 

真 
板 
氏 
 

松 
田 
氏 
 

松 
本 
氏 
 

水 
野 
氏 
 

山 
田 
氏 
 

横 
山 
氏 
 

吉 
見 
氏 
 

渡 
邊 
氏 
 

エコツーリズムに 
関する意識・啓発、 

資源の発掘 

エコツーリズム（観光を含む） 
に対する意識・啓発 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯ ○   ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  ◯ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ 

自分たちが暮らす地域に対する 
意識・啓発、地域住民の参加 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯ ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○※1 ◯ ○  ○ ○ ○ 〇 ○ 

地域資源の発見・発掘  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ◯ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ◯ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ 

ガイド人材の育成、 
ガイド制度づくり 

ガイドの役割に対する認識  ○ ○ ○ ○ ○    ◯  ○ ○ ○   ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ 〇  

ガイドの方法  ○ ○ ○ ○     ◯  ○  ○  ○ ○  ○  ○    ○※2  ○ ○  ○ ○ 〇  

ガイドの人材育成と品質維持  ○ ○ ○ ○    ○ ◯  ○  ○  ○ ○  ○  ○  ○    ○ ○ ○ ○ ○ 〇  

ガイド認定制度  ○  ○ ○         ○         ○    ○ ○  ○ ○   

ガイドの後継者問題  ○ ○           ○     ○        ○ ○  ○ ○ 〇  

ガイド同業者団体の設立  ○        ◯    ○             ○ ○ ○ ○ ○ 〇  

利用と保全の 
仕組みづくり 

利用と保全のルール・ 
仕組みづくり 

○ ○ ○  ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○   ○ ○  ○ ○ 〇 ○ 

オーバーユースに対するルール 
・保全手法の改善策 

○ ○ ○  ○      ○   ○ ○  ○  ○ ○   ○     ○   ○  ○ 

保全にかかる費用の捻出策 ○ ○ ○                     ○      ○ ○ 〇 ○ 

適正な取組地域の範囲 
（適正規模のゾーニング） 

○ ○ ○              ○  ○ ○           ○ 〇  

モニタリング ○ ○    ○  ○   ○ ○     ○  ○            ○ 〇  

環境教育の実施 環境教育の実施  ○  ○ ○     ◯ ○      ○  ○     ○   ○   ○ ○   

地域が協働する 
推進体制づくり 

エコツーリズム推進の核となる 
人材の育成・組織の設立 

 ○ ○     ○ ○ ◯ ○ ○ ○ ○   ○  ○ ○  ○    ◯ ○ ○  ○ ○ 〇 ○ 

多様な主体間の連携、利害関係 
の調整、合意形成 

 ○ ○   ○ ○ ○ ○ ◯ ○  ○ ○ ○  ○  ○ ○  ○    ◯ ○ ○  ○ ○ 〇 ○ 

行政と民間との役割分担   ○   ○ ○ ○ ○ ◯  ○ ○ ○   ○  ○ ○  ○  ○  ◯ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ 

他地域との連携   ○    ○ ○ ○ ◯   ○ ○   ○  ○ ○  ○    ◯   ○ ○ ○ 〇  

エコツアーの 
商品化と事業化 

エコツアーの作り方  ○ ○  ○     ◯  ○  ○  ○   ○ ○ ○   ○  ◯ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ 

エコツアーの情報発信  ○ ○   ○   ○ ◯  ○ ○ ○     ○ ○ ○ ○   ○※3 ◯ ○ ○  ○ ○ 〇 ○ 

エコツアーを業として成り立 
たせるための仕組みづくり 

 ○ ○  ○     ◯   ○ ○      ○  ○    ◯ ○ ○  ○ ○ 〇 ○ 

エコツアーの国際化・ 
外国人の受入体制づくり 

             ○           ○※3     ○   ○ 

フィールド環境の 
整備・計画 

フィールド環境の整備・計画 ○  ○  ○            ○ ○  ○          ○ ○ 〇  

環境省施策・ 
事業の活用 

エコツーリズム推進法に基づ 
いた全体構想の策定 

 ○ ○   ○      ○  ○   ○  ○ ○   ○       ○  〇  

※1 外国人旅行者の視点からみた地域の魅力    ※2 外国人旅行者に楽しんでもらえるためのガイディング    ※3 外国人へのエコツアーの情報発信／外国人旅行者の受入体制づくり
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参考資料３ 地方環境事務所・自然環境事務所連絡先 

■北海道 

◇北海道地方環境事務所 国立公園課 

〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目札幌第１合同庁舎3階 

TEL 011-299-1950（代表） FAX 011-736-1234 

◇釧路自然環境事務所 国立公園課（オホーツク総合振興局・釧路総合振興局・根室総合

振興局管内） 

〒085-8639 釧路市幸町10-3釧路地方合同庁舎4階 

TEL 0154-32-7500（代表）  FAX 0154-32-7575 

 

■東北地方（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県） 

◇東北地方環境事務所 国立公園課 

〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23仙台第二合同庁舎6階 

TEL 022-722-2870（代表）  FAX 022-722-2872 

（管轄区域の特例） 

○新潟県に係る磐梯朝日国立公園の区域 

○新潟県に係る国指定大鳥朝日鳥獣保護区の区域 

 

■関東地方（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山

梨県、静岡県） 

◇関東地方環境事務所 国立公園課 

〒330-6018 さいたま市中央区新都心11-2明治安田生命さいたま新都心ビル18階 

TEL 048-600-0516（代表） FAX 048-600-0517 

（管轄区域の特例） 

○福島県に係る日光国立公園及び尾瀬国立公園の区域 

○長野県に係る秩父多摩甲斐国立公園及び南アルプス国立公園の区域 

 

■中部地方 

◇中部地方環境事務所 国立公園課（石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県） 

〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-5-2 

TEL 052-955-2130（代表） FAX 052-951-8889 

◇長野自然環境事務所 国立公園課（富山県、長野県） 

〒380-0846 長野市旭町1108長野第一合同庁舎 

TEL 026-231-6570（代表） FAX 026-235-1226 

（管轄区域の特例） 

○群馬県に係る上信越高原国立公園の区域 

○新潟県に係る上信越高原国立公園及び中部山岳国立公園の区域 

○群馬県に係る国指定浅間鳥獣保護区の区域 
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■近畿地方（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県） 

◇近畿地方環境事務所 国立公園課 

〒540-6591大阪市中央区大手前1-7-31大阪マーチャンダイズマート(OMM）ビル8階 

TEL 06-4792-0700（代表） FAX 06-4790-2800 

（管轄区域の特例） 

○三重県に係る吉野熊野国立公園に係る区域 

○鳥取県に係る山陰海岸国立公園の区域 

○三重県に係る国指定大台山系鳥獣保護区の区域 

 

■中国四国地方（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、

高知県） 

◇中国四国地方環境事務所 国立公園課 

〒700-0907 岡山市北区下石井１丁目４番１号 岡山第２合同庁舎11階 

TEL 086-223-1577（代表） FAX 086-224-2081 

 

■九州地方 

◇九州地方環境事務所 国立公園課（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎

県、鹿児島県） 

〒860-0047 熊本県熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎B棟4階  

TEL 096-322-2400（代表） FAX 096-322-2445 

◇那覇自然環境事務所 国立公園課（鹿児島県のうち奄美群島、沖縄県） 

〒900-0027那覇市山下町5-21沖縄通関社ビル4階 

TEL 098-836-6400（代表） FAX 098-836-6401 

 

※ 国立公園及び国指定鳥獣保護区にかかる事業のうち、「管轄地の特例」に該当する場合

は、当該区域を管轄する事務所にご提出ください。 


